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福島県動物愛護管理推進計画（一部改正案）

本県では、少子高齢化の中で、犬や猫を中心としたペットが、伴侶動
物（コンパニオンアニマル）として生活に欠かせない存在となりつつあ
り、愛玩動物の適正飼養や動物愛護に対する県民の関心が高まっていま
す。
しかし、その一方で、飼い主の動物に対する知識不足や適正飼養に関

するモラルの欠如により、未だ、飼い犬・飼い猫に係る苦情や安易な引
取り依頼が行政に寄せられています。
このような問題を無くし、県民が動物との調和を図り、快適で健やか
な共生生活を実現するため、県は、平成２０年３月、動物の愛護及び管
理に関する法律（以下、「動物愛護管理法」という。）第６条に基づく「福
島県動物愛護管理推進計画」（以下、「計画」という。）を策定し、平成２
６年３月の改定を経て、これまでに県民と協働型の施策や体制づくりに
取り組んできました。
本計画は、見直しを行う目途としていた５年が経過し、策定時から変

化した動物を取り巻く状況を踏まえて、計画の見直しを行うこととしま
した。

計画の期間は、平成２６年４月１日から平成３６年３月３１日までの
１０年間とします。
なお、本県の実情や国が定める「動物の愛護及び管理に関する施策を

総合的に推進するための基本的な指針」の見直しなどを踏まえ、必要に
応じ改定を行います。

計画の対象地域は、中核市（福島市、郡山市、いわき市）を含む福島
県全域とします。

県は、動物の愛護及び管理に関し実施する各種施策の進捗状況を「福
島県動物愛護推進懇談会」へ毎年報告し、本会の意見を聞きながら、計
画の進行管理を行います。
また、法改正や基本指針の改定、社会情勢の変化等に柔軟に対応する

ため、必要な変更を行うとともに、５年ごとに施策の実施状況等を踏ま
え、評価と必要な見直しを行います。

１ これまでの取組と改定の趣旨

２ 計画の期間

３ 計画の対象地域

４ 計画の進行管理
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動物の愛護とは、生きとし生けるものを大切にする心を踏まえ、動物の命に

対して感謝及び畏敬の念を抱くとともに、この気持ちを命あるものである動物

の取扱いに反映させることであり、そのためには、人と動物とが共生する社会

を形成し、社会における生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養を図ることが重

要です。

動物が人と一緒に生活する存在として万人に受け入れられるためには、動物

と社会との関わりについても十分に考慮した上で、その飼養及び保管を適切に

行うことが求められています。

県民が動物に対して抱く意識及び感情は、千差万別であり、個々人における

動物の愛護及び管理の考え方は、いつの時代にあっても多様であるため、万人

に共通して適用されるべき社会的規範としての動物の愛護及び管理の考え方は、

県民の総意に基づき形成されるべき普遍性及び客観性の高いものでなければな

らず、広く県民の合意の下に形成していくことが必要です。

そのため、次に定める基本理念と視点に基づき、各種施策に関する数値目標

を定め、進行管理を行いながら、動物愛護の普及啓発、ペット動物の終生飼養

や動物の適正飼養に関する事業を実施して、不幸な動物の減少を図るとともに、

人と動物の調和ある共生の実現に向けて取組を推進します。

基 本 理 念

広く県民の間に動物を愛護する気風を招来するため、県民、動物関係事業者、

行政が連携、協働して動物の愛護と福祉の向上に取り組みます。

視 点

① 県民の健康と安全の確保

ペット動物や特定動物の適正な管理と動物由来感染症に関する正しい知識の

啓発に努め、県民の健康と安全を守ります。

② 人と動物の共生

飼い主の動物愛護と適正飼養に関する意識の向上を図るとともに、学校、地

域、家庭等における動物愛護に対する関心と理解を深め、人と動物の調和ある

共生を推進します。

③ 動物の愛護と福祉の向上

動物の飼養方法と愛護に関する知識を普及し、生命尊重の気風と動物福祉の

５ 動物愛護管理の施策を推進するための基本方針
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向上を図ります。

④ 県民、動物関係事業者及び行政の連携と協働

地域における動物愛護の推進を図るため、幅広く県民、動物関係事業者及び

市町村、関係都道府県との連携と協働を進めます。

動物の愛護及び適正な管理は、県民の間における共通した理解の形成がなく

ては進み難いものであります。

平成２４年９月の動物愛護管理法の改正により、人と動物の共生する社会の

実現を図ること、動物の所有者の責務として終生飼養等が明記されたこと等も

踏まえ、今後とも、多くの県民の共感を呼び、幅広い層に対して自主的な参加

を促すことができる施策を学校、地域、家庭等において展開する必要がありま

す。

このため、県民、動物関係事業者、行政が協働して動物愛護に取り組むため

のそれぞれの責務及び役割を定めます。

県民の役割

動物が命あるものであることにかんがみ、みだりに傷つけ、又は苦しめるこ

とのないようにするとともに、人と動物の共生のために、その習性等を理解す

るように努めてください。また、動物の所有者は、飼い主としての責務を自覚

し動物の適正飼養に努めてください。

動物関係事業者の責務

動物関係事業者は、社会的責任として、動物の適正な飼養管理に努めてくだ

さい。

また、購入者等に対して、正確かつ適切な情報の提供に努めてください。

行政の責務

県民が快適で健やかな生活を送るため、動物による危害の防止に努めるとと

もに、動物の愛護と適正飼養に対する関心と理解を深めるための施策を実施し

ます。

７ 現状と課題を踏まえた施策等の方向

６ 県民の役割と動物関係事業者、行政の責務
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【現状と課題】

ペット動物の飼養数について

平成２９年度末の県内の犬の登録頭数は、１００，６２６頭で７．４世帯

に１頭の割合で犬が飼養されております。また、一般社団法人ペットフード

協会の報告では、猫についてもほぼ同数が飼養されていることが発表されて

いることから、県内の約２０数万世帯で犬又は猫が飼養されていると推測さ

れます。

不適正飼養の実態について

① 周辺環境を損なう飼い方

平成２９年度に動物愛護センター、同会津支所及び同相双支所（以下、

「動物愛護センター等」という。）並びに中核市保健所に寄せられた犬

の苦情件数は、１，２２５件であり年々減少していますが、鳴き声、悪

臭、ふんの後始末等に関する生活密着型の苦情については、依然として

多い状況にあります。

② 身勝手な飼養管理

動物愛護センター等及び中核市保健所に犬・猫の引取りを求める飼い

主は未だに後を絶たず、特に猫については、繁殖の繰り返しによる引取

り依頼や、周辺住民からの苦情を発生させる飼い主が依然として多くい

ます。

また、高齢化社会の中で今後、継続して飼うことができない事例が増

えることが予想されます。

③ 犬の不適正飼養

「狂犬病予防法」では、犬の登録及び年一回の狂犬病予防注射の実施、

並びに鑑札と注射済票の装着を義務づけており、注射の実施率は、７５

％程度で推移しました。また、飼い犬に鑑札等を装着せず狂犬病予防法

に違反している飼い主や放し飼い等により条例に違反する飼い主が、未

だ多くいます。

④ 猫の不適正飼養

近年、猫に関する住民からの苦情が多いことから、屋内飼養、繁殖制

限及び識別器具等による所有者明示措置等について啓発を行っていると

（１）動物愛護思想と適正飼養の普及啓発の推進
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ころですが、依然として、飼い主のいない猫や飼い猫のふん尿の処理等

に関する苦情が多く寄せられています。

⑤ 動物愛護に関する知識の不足

動物の生態や習性について正しく理解しないまま、安易に動物を飼養

することから動物を苦しめたり、動物の健康を害している飼い主もいま

す。

また、飼養頭数が管理能力を超えてしまい、適正飼養が困難になる場

合もあります。さらに、動物由来感染症に関する知識の不足により、動

物からの疾病に感染することが懸念されています。

【施策等の方向】

県民の健康と安全の確保を図るため、飼養動物による危害や動物由来感染

症の発生防止及び動物の愛護と福祉の向上を目的とした啓発事業を積極的に

実施します。

【現状と課題】

「動物愛護管理法」の改正により、平成２５年９月から動物取扱業者に対

する規制が強化されたことから、新たな制度の着実な運用を図るとともに、

動物取扱業者、動物取扱責任者及び従事者に対して、動物の生態や習性、動

物愛護に関する知識や情報を周知していく必要があります。

【施策等の方向】

動物取扱業者に対し、施設の維持管理や動物の飼養管理、さらには、購入

者等への説明責任について指導を行い、動物関係事業者の意識向上を図りま

す。

【現状と課題】

動物愛護の普及啓発については、行政が各種広報媒体を活用し実施してお

り、徐々に浸透しつつありますが、まだ十分とは言えない状況にあります。

「飼い犬等のしつけ方教室」など、適正飼養に関する具体的な知識の普及

について行政等が実施していますが、適正飼養の普及については、さらに家

庭や地域において広く普及していく必要があります。

（２）動物取扱業者の意識向上

（３）連携と協働の推進
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【施策等の方向】

動物愛護ボランティアとの連携

地域における動物の愛護と適正飼養を普及啓発するボランティアを育成

するとともに、ボランティアが行うしつけ方教室などの自主活動を支援し、

連携協働した事業を実施することにより、人と動物の共生の推進を図りま

す。

獣医師会等関係団体との連携協働

動物愛護管理に関わる事業において、狂犬病などの動物由来感染症や不

妊去勢などの臨床獣医療等の専門性を有する内容を含む施策を展開するに

あたっては、獣医師会等の専門家と連携協働しながら推進します。

市町村、関係都道府県との連携

動物愛護の普及や犬の登録及び狂犬病予防注射の実施を推進するため、

市町村と連携して積極的に情報提供と啓発活動を行います。

また、ひとつの都道府県の区域を越えて発生している問題等があること

から、必要に応じ、関係都道府県と円滑に連絡調整を図ります。

【現状と課題】

平成２３年３月に発生した東日本大震災では、多くのペットが被災地に

残され、その救護活動が行われました。

地震等の緊急災害時においては、被災者と動物の福祉及び動物による人

への危害防止等の観点から、被災動物の保護及び餌の確保、特定動物の逸

走防止及び捕獲等の措置が行われる必要があります。

また、東日本大震災の経験を踏まえ、可能な限り飼養者とペットが同行

避難できるよう、平常時から備えておく必要があります。

【施策等の方向】

災害発生時において、被災者の負担軽減と被災動物の福祉の向上を図る

ため、保護収容及び餌の確保並びにペットとの同行避難等に備えた市町村

や関係団体との連携等を推進します。

これまでの、本県の動物愛護管理等に関わる業務実績については、別表１

（２２、２３ページ）を参照してください。

（４）災害発生時の救護対策
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県は、動物愛護センターを動物の愛護と適正飼養に関する施策を推進する基

幹的な拠点として、中核市、関係機関及び関係団体と連携しながら、学校、地

域、家庭における教育活動、広報活動、ボランティアの育成・支援、譲渡事業

及び負傷動物の治療等を総合的に推進し、人と動物の調和のとれた共生の実現

を図ります。

また、動物愛護センターを、災害時における被災動物救護の拠点施設として

も活用していきます。

広く県民に、動物の愛護と適正飼養についての理解を深めるために、動物

愛護週間に様々な事業をとおして、参集者に対して動物の愛護や適正飼養に

ついて啓発を図ります。

地域活動の中核を担う「動物愛護推進ボランティア」を育成するとともに、

当該ボランティアと連携した啓発事業を実施し、地域に密着した活動を通し

て県民の意識改革を推進します。

適正飼養や動物由来感染症の発生防止に関する啓発用ポスター、パンフレ

ットの作成配布並びにホームページ等の更なる充実を図り、効果的な啓発に

努めます。啓発内容については国が定めた「家庭動物等の飼養及び保管に関

する基準」を基本として作成します。

福島県動物愛護推進懇談会を通して、県民意見を傾聴し施策に反映します。

動物の飼い主及び管理者に対して国が定めた「家庭動物等の飼養及び保管

に関する基準」に基づき啓発を行うとともに、住民から苦情のあった場合に

は、情報収集に努めるとともに、苦情の発生原因について調査を行い適正飼

養について指導します。

８ 具体的施策の展開

（１）動物愛護の普及

① 動物愛護週間事業の開催

② 動物愛護推進ボランティアの育成と連携活動

③ 広報活動の充実

④ 県民意見の反映

（２）動物の適正飼養の推進

① 飼養方法の指導
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【指導の要点】

１ 共通事項

（１）健康及び安全の保持

ア 適正な給餌及び給水を行うこと。

イ 日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり負傷した動物につ

いては、原則として獣医師による適切な措置が講じられること。し

つけ、訓練等は適切な方法で行うこと。適切な措置及び方法をとら

ないことは、虐待となるおそれがあることを十分認識すること。

ウ 必要に応じ、種類、生態、習性及び生理を考慮した飼養施設を設け、

適切な飼養環境を確保し、適切な衛生状態の維持に配慮すること。

（２）生活環境の保全

ア 公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、又は汚物、毛、羽毛

等で汚すことのないよう努めること。

イ 飼養施設を常に清潔にして悪臭、衛生動物の発生の防止を図り、周

辺の生活環境の保全に努めること。適切な対応をとらない場合は、虐

待となるおそれがあることを十分認識すること。

（３）適正な飼養数

適正な管理が可能となる範囲内とすること。適切な管理を行うこと

ができない場合は、虐待となるおそれがあることを十分認識すること。

（４）繁殖制限

自らの責任において適正飼養が可能である場合を除き、去勢手術、

不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置を講じる

こと。

（５）動物の輸送

ア なるべく短い時間による輸送方法を選択するとともに、必要に応じ

適切な休憩時間を確保すること。

イ 種類、性別、性質等を考慮して区分するとともに、容器等は安全の

確保及び逸走の防止のため、必要な規模及び構造のものを選定するこ

と。

ウ 適切な間隔で給餌給水し、適切な温度、湿度の管理、適切な換気の

実施に留意すること。

（６）動物由来感染症に係る知識の習得等
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ア 共通感染症の正しい知識を持ち、予防のための必要な注意を払い、

自らのみならず他者への感染の防止に努めること。

イ 家庭動物に接触し、排泄物等を処理した時は、手指等の洗浄を十分

に行い、必要に応じ消毒を行うこと。

（７）逸走防止等

逸走防止措置を講じ、逸走した場合には自らの責任において速やか

に捜索し捕獲すること。逸走時の発見を容易にするための所有者明示

をすること。

（８）特定動物等による危害の防止

ア 飼養施設は逸走できない構造とすること。

イ 飼養者が危険を伴うことなく作業ができる構造とすること。

ウ 逸走防止の対策を講じること。

エ 逸走防止のため、飼養施設の常時点検と補修を行うとともに、施錠

の実施状況を確認すること。

オ 捕獲等のための機材の常備と整備を行うこと。

カ 逸走時には速やかに関係機関へ通報、住民へ周知を行うこと。

キ 逸走動物の速やかな捕獲等を行い、事故防止の措置を講じること。

ク 飼養又は保管が困難になった場合における措置として譲渡先又は譲

渡先を探すための体制を確保すること。

（９）緊急時対策

非常災害時の緊急措置を定め、避難に必要な準備を行うよう努める

こと。また、災害時は、保護や事故の防止に努め、できるだけ同行避

難等行うこと。

２ 犬に関すること

「犬による危害の防止に関する条例」等に基づき、適正飼養の指導を

行う。

（１）犬の放し飼いを行わないこと。

（２）けい留する場合には、行動範囲が道路又は通路に接しないよう留意

し、犬の健康保持に必要な運動量を確保すること。健康及び安全を保

持できない場所に拘束し衰弱させることは、虐待のおそれがあること

を十分認識すること。

（３）騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい
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支障を及ぼさないよう努めること。

（４）人に迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法でしつけを行うとと

もに、所有者等の制止に従うよう訓練すること。

（５）犬を屋外で運動させる場合は、次の事項を遵守すること。

ア 犬を制御できる者が引き運動により行うこと。

イ 引き綱の点検及び調節に配慮すること。

ウ 場所、時間帯等に配慮すること。

エ 人に危害を加えるおそれのある犬の場合には、人の多い場所及び時

間帯を避け、口輪の装着に努めること。

オ 飼養することができなくなった場合には、適正に飼養できる者に譲

渡するよう努めること。

（６）子犬の譲渡に当たっては、社会化が図られた後にするよう努めるこ

と。

３ 猫に関すること

（１）適切な飼養及び保管を行い、人に迷惑を及ぼすことのないよう努め

ること。

（２）猫の健康及び安全の保持並びに周辺環境の保全の観点から、屋内飼

養に努めること。

（３）屋内飼養以外の場合には、騒音又はふん尿の放置等により周辺地域

の住民の日常生活に著しい支障を及ぼさないよう努めること。また、

繁殖制限の措置を講じること。

（４）飼養することができなくなった場合には、適正に飼養できる者に譲

渡するよう努めること。

（５）子猫の譲渡に当たっては、社会化が図られた後にするよう努めるこ

と。

（６）飼い主のいない猫を管理する場合には、不妊去勢手術を施して周辺

地域の住民の十分な理解の下に給餌及び給水、排せつ物の適正な処理

等を行う地域猫対策など、周辺の生活環境及び引取り数の削減に配慮

した管理を実施するよう努めること。

【３ない運動】

特に重要な３項目を中心に、適正飼養の普及啓発を積極的に行います。

犬の３ない運動
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・放さない：排泄等を目的に犬を放さない。必ず犬を制御できる者が引き運動

等により実施する。

・逃がさない：引綱等のけい留器具の点検を行い、犬の逸走を防止する。

・増やさない：繁殖制限の実施により、適切な管理が可能な範囲で飼養を行う。

猫の３ない運動

・出さない：屋内飼養の推奨

・捨てない：終生飼養

・増やさない：繁殖制限の実施により、適切な管理が可能な範囲で飼養を行う。

飼養不能となって安易に行政に持ち込まれたり、遺棄される犬や猫を無

くすため、動物愛護センター等及び中核市保健所に引取りを申請する飼養

者等に対して終生飼養の徹底及び繁殖制限の必要性について啓発するとと

もに、終生飼養の趣旨に照らして引取りを申請する相当の事由がないと認

められる場合には、引取りを拒否することがあります。

※終生飼養とは、所有する動物がその命を終えるまで適切に飼養を続ける

ことのほか、飼養を継続することができない場合に所有する動物を新し

い飼い主へ譲り渡すこと等を意味します。

特に高齢者については、動物の寿命等も考慮に入れその飼養について慎

重に判断することが必要なこと、動物を飼養できなくなることを想定し、

予め動物を適正に飼養できる方を決めておくことについて指導します。

狂犬病予防法に基づき、飼い犬への鑑札及び狂犬病予防注射済票の装着

を所有者等に指導します。また、国が定めた「家庭動物等の飼養及び保管

に関する基準」に基づき、所有する家庭動物等への名札等の装着を所有者

に指導します。さらに、国が定めた「動物が自己の所有に係るものである

ことを明らかにするための措置」に基づき、獣医師会等と連携し、家庭動

物等へのマイクロチップ等による所有者明示措置の普及を推進します。

飼い犬の登録及び狂犬病予防注射の実施を促進するとともに、放置犬等

の捕獲抑留により、安全で安心できる生活環境の確保を図ります。

人間と身近な動物との共生が図られるよう、県が定めた「飼い犬等のし

⑤ 飼い犬等のしつけ方教室の実施

② 終生飼養の指導

③ 所有者明示(個体識別）措置の推進

④ 狂犬病の予防及び犬による危害発生の防止
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つけ方教室実施要領」等に基づき、飼養者が犬や猫の習性を理解し、行動

をコントロールするためのしつけの方法について指導を行い、人への危害

や周辺住民からの苦情の発生防止に努めます。

【実施内容】

ア 学科講習

犬の飼い方（飼い主の責任、法律とマナー、健康管理、動物由来感

染症）及びしつけ方（目的、原理、基本、動作のしつけ方）について

講義します。

イ 実技講習

ビデオによる講習、デモ犬による実演、各自の飼い犬による個別指

導型実技講習を行います。

ウ 猫の飼い方講座

猫の習性に即した飼い方（飼い主の責任、法律とマナー、健康管理、

動物由来感染症、必要な飼養施設、室内飼養）について講義します。

動物愛護センター等及び中核市保健所に収容された、飼い主の判明しない

動物については、インターネット等を活用し、飼い主の発見に努めます。

飼い主を発見できなかったり、飼い主から引取った動物につても、できる

だけ生存の機会が与えられるよう、県が定めた「犬及び猫の譲渡要領」等に

基づき希望者への譲渡を推進します。譲渡希望者への情報提供はインターネ

ット等を活用して広域的に行います。

また、新しい飼い主を見つけることが困難な子犬、子猫の所有者による新

たな飼い主探しを支援します。

動物愛護センター等及び中核市保健所で捕獲した犬、所有者不明として

引取った犬及び猫について、ホームページ等に情報を掲載し、飼い主探し

を実施します。

動物愛護センター等及び中核市保健所で捕獲した犬、飼い主等から引取

った犬及び猫のうち譲渡に適していると判断したものについて、譲渡希望

者に譲渡を行います。対象動物については、ホームページ等に情報を掲載

（３）譲渡事業及び飼い主探し支援事業の実施

① 収容動物の飼い主探し

② 収容動物の譲渡
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し、譲渡希望者を募ります。

子犬、子猫の譲り渡しを希望する者、譲り受けを希望する者の情報交換

を支援し新たな飼い主の発見に努めるとともに、譲り渡しを希望する者に

対し、不妊去勢手術の実施等の繁殖制限措置を指導します。

動物愛護センター等は、県が定めた「福島県動物愛護推進ボランティア育

成事業実施要領」に基づき、動物愛護関係法令、動物由来感染症及びしつけ

方の基本等についての講習によりボランティアを育成します。

動物愛護センター等の獣医師を小学校に派遣し、動物の飼い方の講話や飼

育動物を用いたふれあい体験学習を実施することにより、児童の動物の愛護、

飼養管理に対する理解を深め、児童期からの動物愛護教育の充実を図ります。

行政機関(県、中核市及び市町村)と民間団体等が連携して、広く県民の間

に動物愛護の気風を招来します。

ア 地域における動物愛護活動の支援

③ 子犬、子猫の飼い主探し支援

（４）人材育成の充実

① 動物愛護推進ボランティアの育成

② 児童への教育の充実

（５）連携と協働の推進

① ボランティア等民間団体との連携協働と地域活動の支援

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
犬 123 103 102 134 179 226 277 321 358 468 593 409 418 385 303 342

猫 7 8 4 12 17 67 96 190 230 331 272 211 299 540 559 417

0
100
200
300
400
500
600
700

収容した犬及び猫の譲渡状況
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地域で自主活動を行っているボランティアの資質向上のための研修会

・講習会を開催し、ボランティアが相互に知識・技術を提供し組織の強

化を図るために組織した「福島県動物愛護ボランティア会」の活動を支

援するとともに、地域と密着した活動を推進します。

イ 動物ふれあい訪問活動の支援

ボランティア等民間団体が行う県民の福祉の向上を目的とした動物ふ

れあい活動などを支援します。

「飼い犬等のしつけ方教室」、「小学校への獣医師派遣事業」及び動物愛

護週間事業など「ふれあい」を伴う動物愛護推進事業については、獣医師

会などの専門家と協働して、動物福祉の観点に配慮しながら事業を実施し

ます。

動物愛護の普及を推進し、飼い犬の登録及び狂犬病予防注射の実施を促

進するため、市町村と連携して積極的に啓発活動を行います。

ア 動物取扱業

第一種動物取扱業者に対して、動物の愛護及び管理に関する法律に基

づき、標識の掲示、現物確認、対面説明及び幼齢動物の販売の制限の徹

底を図るとともに、国が定めた「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物

の管理の方法等の細目」に基づき、施設設備の管理及び動物の管理が適

正に行われるよう指導します。

特に、犬猫等販売業者については、事業者が定めた「犬猫等健康安全

計画」が遵守されるよう指導します。

また、第二種動物取扱業者についても、国が定めた「第二種動物取扱

業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」に基づき、施設設備の管

理及び動物の管理が適正に行われるよう指導します。

【指導項目】

１ 飼養施設設備等の管理

（１）定期的な清掃消毒及び汚物残さ等の適切な処理並びに巡回・保守点検

（６）動物取扱業者等に対する立入指導

② 獣医師会等関係団体との連携協働

③ 市町村との連携

① 監視指導の実施
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（２）周辺の生活環境の保持

（３）衛生害虫の侵入の防止及び駆除

（４）動物の逸走防止

２ 動物の飼養又は保管

（１）適正な動物の種類、数及び組合せ

（２）幼齢な犬、猫等の健全な育成及び社会化

（３）動物間における感染性の疾病の蔓延又は闘争の発生防止

（４）飼養環境（温度、明るさ、換気、湿度等及び騒音防止）の管理

（５）適正な給餌及び給水（餌の種類、量、回数等）

（６）適正飼養（運動の時間、展示時間、過度の演芸訓練防止、適正貸出）

（７）動物の死体の適正処理

（８）周辺の生活環境の保持

（９）動物の逸走時の措置（捕獲体制の整備、個体識別の実施等）

３ 動物の疾病に係る措置

（１）新たな動物の導入時の健康の確認

（２）日常的な健康管理の実施（疾病傷害の予防及び治療、寄生虫の予防駆

除）

４ 動物の繁殖

（１）適正な繁殖

（遺伝性疾患のおそれのある動物、幼齢・高齢の動物等の繁殖防止）

（２）繁殖の制限措置（母体保護、回数）

５ 動物の輸送

（１）適正な輸送設備（強度、大きさ、清潔保持、環境）及び転倒防止）

（２）動物の状態確認

（３）適正な種類及び数の管理

（４）適正な給餌及び給水餌（種類、量及び回数）

（５）適正な輸送方法（時間、休息又は運動時間の確保）

（６）事故及び逸走の防止

イ 動物の展示を行う施設

展示動物等の健康及び安全の保持並びに周辺の生活環境の保全を図る

ため、国が定めた「展示動物の飼養及び保管に関する基準」を遵守する
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よう監視指導を実施します。

【指導項目】

１ 動物の健康及び安全の保持

（１）飼養及び保管の方法

（２）施設の構造等

（３) 飼養保管者の教育訓練等

２ 生活環境の保全

３ 危害等の防止

（１）施設の構造並びに飼養及び保管の方法

（２）有毒動物の飼養及び保管

（３）逸走時対策

（４）緊急事態対策

４ 動物由来感染症に係る情報の収集及び知識の習得

５ 動物の記録管理の適正化

６ 輸送時の取扱い

７ 施設廃止時の取扱い

ウ 特定動物飼養施設

人の生命、身体又は財産に対する安全の確保及び動物愛護の観点からイ

の展示動物に対する指導項目及び国が定めた「特定動物の飼養又は保管の

細目」に基づき飼養施設の管理等が適正に行われるよう指導します。

【指導の要点】

１ 原則として、施設の外で飼養又は保管をしないこと。

２ 第三者が、容易に接触しないよう措置すること。

３ 害を加えるおそれのある動物であり、第三者の接触を禁止する旨を表示し

た標識を掲示すること。

４ 飼養又は保管する動物の増減について常に把握し記録すること。

５ 繁殖を制限するための適切な措置を講じること。

６ 逸走防止等

逸走防止措置を講じ、逸走した場合には自らの責任において速やかに捜索

し捕獲すること。

７ 危害防止対策
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（１）飼養施設は逸走できない構造及び強度とすること。

（２）飼養者が危険を伴うことなく作業ができる構造及び規模とすること。

（３）逸走防止の対策を講じること。

（４）逸走防止のため、飼養施設の常時点検と補修を行うとともに、施錠

の実施状況を確認すること。

（５）捕獲等のための機材の常備と整備を行うこと。

（６）逸走時には速やかに関係機関へ通報、住民へ周知を行うこと。

（７）逸走動物の速やかな捕獲等を行い、事故防止の措置を講じること。

（８）飼養又は保管が困難になった場合における措置として譲渡先又は譲渡

先を探すための体制を確保すること。

動物を取り扱う専門家としての自覚の醸成と社会的責任を果たせるよう

に、動物愛護センター等及び中核市保健所は各事業所等の動物取扱責任者

を対象とした研修会を毎年開催し、動物取扱業者全体の資質向上を図りま

す。

実験動物の飼養等については、国が定めた「実験動物の飼養及び保管並びに

苦痛の軽減に関する基準（以下「実験動物の飼養保管等基準」という。）に基

づき、その飼養及び科学上の利用に当たっては、動物が命あるものであること

に鑑み、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、実験動物の

取扱いの基本的考え方である「３Ｒの原則」（代替法の活用：Replacement、使

用数の削減：Reduction、苦痛の軽減：Refinement）を踏まえた適切な措置を

講じることを周知していきます。

また、管理者が定期的に、「実験動物の飼養保管等基準」及び当該基準に即

した指針の遵守状況について点検を行い、その結果について適切な方法により

公表すること及び当該点検結果について、可能な限り外部の機関等による検証

を行うよう併せて周知していきます。

産業動物の適正な取扱いについては、国が定めた「産業動物の飼養及び保管

（７）実験動物の適正な取扱いの推進

（８）産業動物の適正な取扱いの推進

② 動物取扱責任者研修の実施
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に関する基準」に基づき、産業動物の性格及び快適性に応じた動物の愛護及び

管理の必要性について普及啓発を行います。

災害発生時において、被災者の負担の軽減と動物の福祉のため、被災動物の

保護収容や餌の確保、飼い主との同行避難等について、県が定めた「災害発生

時の動物（ペット）の救護対策マニュアル」に基づき対応します。

また、県は、災害時における被災動物救護の拠点施設である動物愛護センタ

ーを中心として、市町村等行政機関との連携並びに獣医師会及びボランティア

団体との連携協働、他都道府県との相互援助について、体制整備を図ります。

なお、長期間の災害対策を講ずる必要がある場合は、県、中核市、（公社）

福島県獣医師会及び福島県動物愛護ボランティア会からなる「福島県動物救護

本部」を設置し、組織的に継続して被災動物の保護収容及び飼養管理並びに健康

管理の支援など必要な動物救護活動を行います。

各施策の取組による成果目標として代表指標を設定します。（別表２（２４ペ

ージ）のとおり。）

この代表指標については、国が定めた基本指針に則して、平成１８年度の実績

を基準値として、数値目標を定め、その評価をＡ～Ｃの３段階で判定し、事業達

成度の評価を行います。

評価の時期は、本計画の見直し時期と併せ、５年毎とすることから、目標値は、

平成３０年度（中間目標値）と平成３５年度（最終目標値）に設定します。

評 価 判 定 基 準

Ａ 目標を達成している。

Ｂ 目標を達成していないが、基準値を上回っている。

Ｃ 基準値（平成１８年度）を下回っている。

（９）災害発生時の救護対策の推進

９ 目標の設定

１０ 体制の整備

（１） 実施体制
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県は、必要な動物愛護管理事業を推進するため、食品生活衛生課及び動物

愛護センター等に狂犬病予防員及び動物愛護担当職員を配置します。

それぞれの実施する事業は、次のとおりです。

実施機関 実施する事業 関係法令

食品 ・動物愛護の普及啓発 ・動物の愛護及び管理

生活 ・適正飼養の啓発 に関する法律

衛生課 ・動物愛護週間事業の開催 ・福島県動物の愛護及

・福島県動物愛護ボランティア会の育成及び支援 び管理に関する法律

・動物愛護推進懇談会の運営 施行条例

・関係機関及び団体との連携に関する事業 ・犬による危害の防止

・狂犬病の予防啓発及び発生時対策 に関する条例

・犬の登録、狂犬病予防注射の実施の啓発

・犬による危害の発生防止に関する啓発

・災害時対策の連絡調整

・災害時における福島県動物救護本部の設置

動物愛護 ●動物愛護の普及啓発に関する事業

センター ・小学校への獣医師派遣事業

等 ・動物愛護ボランティア養成講習

・ボランティアとの連携及び活動の支援

●動物の適正飼養及び保管に関する事業

・飼い犬等のしつけ方教室

・適正飼養の指導啓発

・終生飼養、繁殖制限、多頭飼育の抑制、猫の

屋内飼育の啓発

・飼養が困難となった犬及び猫の引取り及び収

容保管、負傷動物の収容保管

・所有者明示措置の普及啓発

●収容動物の飼い主探し等に関する事業

・収容動物の飼い主探し事業

・収容動物の譲渡事業

・子犬、子猫の飼い主探し支援事業
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動物愛護 ●動物取扱業、特定動物の飼養及び保管に関する ・動物の愛護及び管理

センター 事業 に関する法律

等 ・動物取扱業の登録、届出に係る事務及び立入 ・福島県動物の愛護及

指導 び管理に関する法律

・特定動物飼養保管施設の許可及び立入指導 施行条例

・動物取扱責任者研修会 ・犬による危害の防止

●動物由来感染症の予防に関する事業 に関する条例

・家庭動物等に対する指導啓発

・動物取扱業に対する指導啓発

●狂犬病予防に関する事業

・犬の登録、狂犬病予防注射の実施の啓発

●犬による危害の防止に関する事業

・適正飼養の指導、苦情処理

・放置犬の捕獲収容

●災害時対策

・被災地における動物の保護、収容等

中核市、市町村、獣医師会、動物愛護ボランティア会、警察等とそれぞれ

次の事業に関し、連携を図るため、必要に応じて会議の開催や情報の交換を

行います。

関係機関・団体 事 業

・放置犬等の捕獲収容

・動物愛護管理法に基づく犬及び猫の引取り

中核市 ・適正飼養に関する指導啓発

・動物取扱業に関する登録、届出事務及び立入指導

・特定動物の飼養保管の許可及び立入指導

・災害時における福島県動物救護本部への参画

福島県獣医師会 ・動物愛護の普及啓発

及び支部 ・マイクロチップ等による個体識別措置

・動物由来感染症の予防及び治療

（２） 関係機関・団体との連携体制の構築
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福島県獣医師会 ・狂犬病予防注射

及び支部 ・災害時における福島県動物救護本部への参画

・災害発生時の負傷動物の治療等

福島県動物愛護 ・動物愛護の普及啓発

ボランティア会 ・飼い犬等のしつけ方教室

及び ・小学校への獣医師派遣事業

各地区ボランティアの会 ・災害時における福島県動物救護本部への参画

・動物愛護の普及啓発

市町村 ・犬の登録、狂犬病予防注射

（中核市を含む） ・狂犬病発生時の対応

・災害発生時の県、関係団体との連携

・所有者不明の犬及び猫の引取り

警察 ・動物の遺棄･虐待・殺傷事例への対応

・特定動物の飼養状況に関する情報共有



犬 猫 犬 猫 犬 猫 犬 猫 放し飼い等 飼育管理 周辺環境 その他の被害 計
動物取扱施設数

（監視件数）

特定動物
飼養施設

（監視件数）

18 117,649 88,782 75% 2,229 405 944 4,031 2,589 4,014 179 17 16 2
2,744

(2.33%)
142

(0.12%)
295

(0.25%)
340

(0.29%)
3,521

(2.99%)
401

(203）
249

(249)

19 119,025 93,365 78% 2,049 360 829 3,717 2,292 3,650 226 67 29 3
2,587

（2.17%)
130

(0.11%)
248

(0.21%)
207

(0.17%)
3,172

(2.66%)
397

(318)
81

(143)

20 119,008 91,552 77% 1,586 409 880 3,935 1,780 3,839 277 96 11 8
2,368

(1.98%)
123

(0.10%)
267

(0.22%)
226

(0.19%)
2,987
(2.5%)

421
(308)

94
(179)

21 118,072 92,898 79% 1,342 382 860 3,518 1,499 3,328 321 190 31 0
2,166

(1.83%)
89

(0.08%)
251

(0.21%)
167

(0.14%)
2,673

(2.26%)
449

(337)
99

(197)

22 116,780 92,465 79% 1,398 499 716 3,968 1,247 3,708 358 230 15 3
2,273

(1.95%)
95

(0.08%)
266

(0.23%)
106

(0.09%)
2,740

(2.35%)
461

(376)
99

(197)

23 114,306 77,911 68% 1,295 519 630 3,095 767 2,703 468 331 28 6
2,020

(1.77%)
66

(0.06%)
221

(0.19%)
91

(0.08%)
2,398

(2.10%)

444
（220）

86
(169)

24 112,903 83,620 74% 1,202 534 573 3,428 612 3,123 593 272 23 7
1,755

(1.55%)
62

(0.06%)
233

(0.21%)
74

(0.07%)
2,124

(1.88%)
457

（299）
84

(159)

別表１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  動物愛護管理業務実績 （福島市、郡山市、いわき市を含む）

年度
犬の

登録頭数
狂犬病

予防注射
注射

実施率
捕獲頭数 返還頭数

引取り頭数 処分頭数 譲渡頭数 飼い主探し支援 苦情処理件数　（犬の登録頭数に対する割合） 動物取扱業　監視指導
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犬 猫 犬 猫 犬 猫 犬 猫 放し飼い等 飼育管理 周辺環境 その他の被害 計
動物取扱施設数

（監視件数）

特定動物
飼養施設

（監視件数）

別表１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  動物愛護管理業務実績 （福島市、郡山市、いわき市を含む）

年度
犬の

登録頭数
狂犬病

予防注射
注射

実施率
捕獲頭数 返還頭数

引取り頭数 処分頭数 譲渡頭数 飼い主探し支援 苦情処理件数　（犬の登録頭数に対する割合） 動物取扱業　監視指導

25 111,151 82,801 74% 1,003 474 445 3,335 474 3,063 409 211 1 3
2,011

(86.9%)
44

(1.9%)
198

(8.6%)
60

(2.6%)
2,313

第一種：455
（273）

第二種：15
（15）

86
(166)

26 108,547 80,436 74% 953 452 418 2,925 462 2,592 418 299 20 2
1,651

(84.6%)
57

(2.9%)
159

(8.1%)
85

(4.4%)
1,952

第一種：485
（347）

第二種：16
（9）

85
(95)

27 106,027 79,812 75% 860 444 244 3,087 279 2,477 385 540 4 25
1,471

(76.8%)
46

(2.4%)
321

(16.8%)
76

(4.0%)
1,914

第一種：477
（299）

第二種：18
（8）

82
(101)

28 103,672 77,975 75% 714 418 244 3,054 231 2,488 303 559 23 26
1054

(83.5%)
27

(2.1%)
142

(11.2%)
40

(3.2%)
1,263

第一種：503
（391）

第二種：19
（10）

80
(121)

29 100,626 75,734 75% 598 360 255 2,874 139 2,435 342 417 1 29
999

(81.5%)
16

(1.3%)
127

(10.4%)
83

(6.8%)
1,225

第一種：520
（245）

第二種：22
（5）

75
(78)
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施策等の数値目標

中間目標 最終目標

30年度目標 35年度目標

① ９４４頭
４００頭
以下

２００頭
以下

② ４，０３１匹
２，０００匹

以下
２，０００匹

以下

③ ７５％ １００％ １００％

④ ２，２２９頭
８５０頭
以下

４５０頭
以下

⑤ ３，５２１件
１，５００件

以下
９５０件
以下

⑥ ２，５８９頭
６００頭
以下

１２０頭
以下

⑦ ４，０１４匹
２，０００匹

以下
１，６００匹

以下

⑧ ２６２名 ４００名 ５００名

⑨ ０件 ０件 ０件

動物愛護ボランティア
登録者数

　基準値（平成１８年度実績）の約２倍のボランティア育成を目標とします。

動物取扱業施設（特定動物
飼養施設を含む）における
違反件数

　引き続き、違反が行われないよう、施策の進行管理を図ります。

犬の苦情件数 　基準値（平成１８年度実績）の７５％減を目標とします。

犬の殺処分数 　基準値（平成１８年度実績）の９５％減を目標とします。

猫の殺処分数 　基準値（平成１８年度実績）の６０％減を目標とします。

猫の引取り数 　基準値（平成１８年度実績）の５０％減を目標とします。

狂犬病予防注射実施率
　我が国の隣国や多くの貿易相手国において、狂犬病が発生し、死亡者が多数発
生していることから、万が一、国内に侵入した場合に備え、１００％の実施率を目標
とします。

犬の捕獲頭数 　基準値（平成１８年度実績）の８０％減を目標とします。

別表２

　 動物愛護管理に関わる施策の成果目標は、計画終期である平成３５年度の「最終目標」を設定する他に、実情に即した的確な計画の進行管理
を
行うため、平成３０年度の「中間目標」も設定し、実効的な計画の見直しを図ります。

基準値
(18年度実績）

数値目標の設定
【代表指標】

犬の引取り数 　基準値（平成１８年度実績）の８０％減を目標とします。
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